
　　　吉川市総合体育館条例の一部を改正する条例 

　吉川市総合体育館条例（昭和５７年吉川町条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合に

は、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない

場合には、当該改正後部分を加える。 

　次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を次の表の改正後の欄の表中太線で囲ま

れた部分に改める。 

 

 改正後 改正前

  

別表（第５条関係） 

・基本使用料 

 

別表（第５条関係） 

・基本使用料 

 施設名 区

分

使用料（夏

期以外の期

間）

使用料（夏

期）

略

 大

体

育

室

略 全面 略 ２ 時 間 　

２，４００

円

２ 時 間 　

３，０００

円

 〃 　 　 　

１，０００

円

〃 　 　 　

１，３００

円

 バ ス

ケ ッ

ト コ

ー ト

１面

〃 　 　 　

１，２００

円

〃 　 　 　

１，７００

円

 〃　　　 

４００円 

〃　　　 

６００円

 バ レ 〃　　　 〃 　 　 　

 施設名 

 

区

分

使用料 略

 大

体

育

室

略 全面 略 ２時間　１，２００円 

 

 〃　　　６００円 

 

 バ ス

ケ ッ

ト コ

ー ト

１面

〃　　　６００円 

 

 〃　　　３００円 

 

 バ レ 〃　　　４００円 



  ー コ

ー ト

１面

８００円 １，１００

円

 〃　　　 

３００円

〃　　　 

４００円

 バ ド

ミ ン

ト ン

コ ー

ト １

面

〃　　　 

４００円

〃　　　 

６００円

 〃　　　 

２００円

〃　　　 

２５０円

 開 放

日

１回　２０

０円

１回　３０

０円

 〃　　１０

０円

〃　　１５

０円

 全面 ２時間 

７，２００

円

２時間　 

１０，００

０円

 〃　　　 

１２，００

０円

〃　　　 

１６，００

０円

 小体育室 〃 　 　 　

１，０００

円

〃 　 　 　

１，４００

円

 〃　　　 

３００円

〃　　　 

５００円

 １回　２０

０円

１回　３０

０円

 〃　　１０

０円

〃　　１５

０円

 ー コ

ー ト

１面

 

 〃　　　２００円 

 バ ド

ミ ン

ト ン

コ ー

ト １

面

〃　　　２００円 

 〃　　　１００円 

 開 放

日

１回　１００円 

 〃　　５０円 

 全面 ２時間　３，６００円 

 

 〃　　　６，０００円 

 

 小体育室 〃　　　５００円 

 

 〃　　　２５０円 

 １回　１００円 

 〃　　５０円 



 

 

・割増使用料 

　備考 

　１及び２　略 

　３　夏期とは、６月１日から１０月３１日ま

での期間をいう。 

　４　略 

　５　略 

　

・割増使用料 

　備考 

　１及び２　略 

 

 

　３　略 

　４　略 

　

 第１・２武

道場

２時間　 

８００円

２時間 

１，１００

円

 〃　　　 

３００円

〃　　　 

４００円

 １回　２０

０円

１回　３０

０円

 〃　　１０

０円

〃　　１５

０円

 トレーニン

グ室

〃　　２０

０円

〃　　３０

０円

 〃　　１０

０円

〃　　１５

０円

 小会議室 

 

 

 

 

２

時

間

３００円

 略

 第１・２武

道場

２時間　４００円 

 

 〃　　　２００円 

 １回　１００円 

 〃　　５０円 

 トレーニン

グ室

〃　　１００円 

 〃　　５０円 

 大 会 議 室

（小体育室

兼）

２

時

間

５００円 

 小会議室 ２

時

間

１５０円

 略



　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和７年７月１日から施行する。 

　（経過措置） 

２　この条例の施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。


